
本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
法
人
の
県
民
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
四
十
三
号
）

（
税
務
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

法
人
の
県
民
税
の
法
人
税
割
に
つ
い
て
、
超
過
税
率
を
課
す
る
特
例
期
間
を
延
長
す
る
。 

二 

内
容 

 
 

超
過
税
率
を
課
す
る
特
例
期
間
を
五
年
間
延
長
し
、
令
和
十
三
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
に
終

了
す
る
事
業
年
度
分
ま
で
と
す
る
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日 
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